「非農地証明願」添付書類等チェック表

☆受付期間
　毎月12日～18日（最終日が土日、祝祭日にあたる場合はその前日）までに提出されたも
のについて翌月7日（土日、祝祭日等により多少前後します）の総会にて審議されます。
※上記期間外の受付も可能ですが、総会審議日が翌々月となる場合があります。また、申請書や添付書類の不備により訂正等に時間を要した場合も同様です。

· 証明願
□申請書：様式12-1号

☆添付書類（申請日3ヵ月以内に発行されたもの）
　□ア.非農地となったことが客観的に証明できる公的証明等（ａ～ｃいずれかでよい）
　　　□ａ.航空写真（国土地理院発行の撮影時期の証明が入ったもの等）
　　　□ｂ.家屋登記簿謄本（法務局）
　　　□ｃ.課税証明書（税務課：固定資産税の通知書等）
　
□イ.現況写真

□ウ.申請農地の登記事項証明書（全部事項証明書又は登記事項要約書）※法務局発行
　
□エ.申請農地の公図の写し※法務局発行

□オ.委任状（代理人による申請の場合）

[bookmark: _GoBack]□カ.住民票（願出人の住所が町外の場合）

□キ.その他
　　□ａ.相続関係書類（共有者の同意書、相続関係図等）
※相続登記が済んでおらず、登記名義人と現所有者が異なる場合
